
物件番号 1

土地 公簿面積 実測面積

地　目 公簿地目 現況地目

鉄道

バス

備考（１／２）

３．開発等（建築を含む。）にあたって、都市計画法、建築基準法及び市条例等により指導がなされる場合が

　　ありますので、買受けの申込みをする方は、あらかじめ長浜市都市計画課開発調整室（0749-65-6903）、

　　建築課建築指導室（0749-65-6543）に照会してください。

５．公共下水道へ接続しています。使用される場合は長浜市下水道施設課（0749-65-1601）へ連絡して
    ください。なお、工事や使用に係る費用は落札者で負担してください。

下水道 公共下水道

６．敷地内に電柱3本、支線1条及び共架通信線10条があります。

４．上水道の引込みがあり、50ｍｍのメーターが設置されています。上水道を使用する場合は、長浜水道
　　企業団（0749-62-4101）へ連絡してください。なお、使用に係る費用は落札者で負担してください。

７．本件及び隣接地の擁壁等について、地上及び地中において境界を越えている場合があります。
　　これら越境物の移設・撤去・再築造及びその費用負担、隣接地権者との協議等について、市は対応
　　しません。

長浜市下水道施設課

0749-65-1601

現地までの交通機関
ＪＲ虎姫駅　道路距離　約1.1kｍ

湖国バス（びわ虎姫線）　停留所名「虎高前」　東側に有

敷地内引込あり

１．対象不動産については、令和7年度に既存建物の解体除却工事（建物本体、基礎及び地下杭、その他
　　構築物）を施工しました。

２．地下杭は可能な限り撤去しましたが、地中に一部が残存している可能性があります。地下杭の撤去状況
　　に関する資料は、長浜市財政課財産活用政策室窓口にて閲覧可能です。入札希望者は、現状を了承し
　　た上で入札参加申込みを行ってください。なお、本物件は現状有姿による引渡しとし、当該地下杭の残存
　　物に起因する事象（撤去費用の発生等）について、市は一切の契約不適合責任を負いません。

私道等の負担に関する事項 なし
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区分 利用可能な施設 配管等の状況
事 業 所 名

電 話 番 号

電気 関西電力 引込みあり
関西電力送配電㈱　彦根配電営業所

0800-777-8810（コールセンター）

ガス プロパン ―

上水道 水道企業団 敷地内引込あり
長浜水道企業団

0749-62-4101

物 件 調 書

最低売却価格(税込） 49,260,000円

所在地 長浜市五村字栗ヨリ１０６番

接面道路
の状況

北側：県道東野虎姫線　現況幅員　約8.7ｍ　歩道あり、舗装済

法令等に
よる制限

4,647.04㎡ 4,647.04㎡

宅地 宅地

都市計画区域
長浜北部都市計画区域
(非線引き都市計画区域)

特定用途制限地域
第二種中高層住居

専用地域

建　ぺ　い　率 60% 容　積　率 200%



備考（２／２）

※ 物件調書の記載内容についての問い合わせ：長浜市財政課財産活用政策室（0749-65-1717）

１１．浸水想定区域（1.0～2.0ｍ未満）に該当します。詳しくは長浜市防災危機管理課（0749-65-6555）にお
　　問い合わせください。

※ 申込みに際しては、自らの責任において、現地及び諸規制の調査確認を行ってください。

※ この物件調書は、入札参加者の参考資料です。

８．本件の土壌調査、地盤調査、地下埋設物調査等は行っていません。所有権移転後に土壌汚染、
　　地盤沈下、地下埋設物等が発見されても市は一切責任を負いません。

９．土地利用にあたっては、周辺地域の環境に十分配慮するとともに、紛争が生じないよう事前に地元自治
　　会及び周辺住民と協議してください。

１０．本件の一部が周知の遺跡（五村遺跡）に該当します。該当部分の工事を行う場合は、生涯学習課
　　文化財保護室（0749-65-6510）へ連絡、協議してください。また、工事を行う場合は、文化財保護法第９３
　　条第1項の規定により、工事着手の60日前までに発掘届等の書類を提出してください。



位置図

空撮写真

旧虎姫支所跡地旧虎姫警察署跡地



旧虎姫支所跡地（北から）

t旧虎姫警察署跡地（北西から）

現地写真












